
別紙３ 

報告 

補完 

グループ会社内の報告 

突発事項は代表取締役社長の判断に 
より取締役会及び関連部門に通知 

  

 

ディスクロージャー委員会事務局 

・会社情報と法令規則等との照合 

・開示する資料の作成 

 

 

・発生事項に対する開示の要否を判断 

・開示する資料の内容を審査 

・開示資料の適正性を証明 

グローバル統括監査部 

 

・開示の基礎情報のとりまとめ 

重要グループ

 

・自社報告情報の

適正性を証明 

 

・決定した事項

の通知 

 

・情報開示に関する最終意思決定、及び開示資料への署名や押印 

＜別紙２＞ 

会社情報の適時開示の主な社内体制図は下記のとおりです。 
 

開示承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

内部通報制度 


